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会
議
、
講
演
会
等
に
手
話
通
訳
等
を
希
望
す
る
方
は
開
催
1
週
間
前
ま
で
に
各
問
い
合
わ
せ
先
、
ま
た
は
下
記
フ
ァ
ク
ス
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
Fax（
5
2
1
）2
6
5
3

認
書
類
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

問
ご
み
対
策
課
・
内
線
6
7
5
1

ご
み
出
し
が
困
難
な
方
を
支
援

　

ご
み
出
し
が
困
難
な
世
帯
の
方
に
、

玄
関
前
か
ら
ご
み
集
積
所
ま
で
の
ご

み
出
し
の
支
援
と
、
声
掛
け
に
よ
る

見
守
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
対
象　

集
合
住
宅
に
お
住
ま
い
で
、

自
ら
ご
み
を
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ

り
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
▼
要
介
護

3
〜
5
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
▼

身
体
障
害
者
手
帳
1
級
・
2
級
の
方

▼
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
級

の
方

●
受
付
窓
口　

▼
ご
み
対
策
課（
総

合
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
）▼
環
境

対
策
課（
市
役
所
2
階
79
番
窓
口
）▼

介
護
保
険
課（
市
役
所
1
階
4
番
窓

口
）▼
障
害
福
祉
課（
市
役
所
1
階
1

番
窓
口
）▼
高
齢
福
祉
課（
市
役
所
1

階
3
番
窓
口
）

問
ご
み
対
策
課
・
内
線
6
7
5
1

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
の
方
の
障
事
前
申
請
を

受
け
付
け
ま
す

　

平
成
31
年
1
月
診
療
分
か
ら
、
東

京
都
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

（
障
）の
対
象
が
拡
大
し
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
1
級
の
方
が
追
加

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
事
前
申

請
を
受
け
付
け
ま
す
。

対
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
級

の
方〔
た
だ
し
、
生
活
保
護
受
給
中

の
方
、
所
得
制
限
基
準
額
を
超
え
る

方
は
対
象
外
。
65
歳
以
上
の
方
は
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付

日
が
平
成
30
年
12
月
31
日
以
前
で
、

か
つ
有
効
期
限
が
あ
る
場
合
は
、
平

成
31
年
6
月
28
日（
金
）ま
で
に
限

ず
れ
も
適
正
に
算
定
・
作
成
さ
れ
て

い
る
も
の
と
認
め
ま
し
た
。

問
監
査
委
員
事
務
局
・
内
線
2
7
7
9

市
議
会
定
例
会
が
閉
会

　

平
成
30
年
第
3
回
市
議
会
定
例
会

は
、
9
月
4
日
〜
10
月
1
日
の
会
期

で
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
議
会
に
市

が
提
出
し
た
議
案
31
件
は
原
案
通
り

可
決
･
認
定
･
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

内
訳
は
、
決
算
7
件（
平
成
29
年

度
立
川
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

な
ど
）、
条
例
6
件
、
補
正
予
算
6

件
、
契
約
5
件
、
人
事
1
件
、
道
路

3
件
、
ほ
か
3
件
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
委
員
会
提
出
議
案
1

件
、
議
員
提
出
議
案
4
件
が
審
議
さ

れ
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
請
願
1

件
を
採
択
、
陳
情
1
件
を
不
採
択
と

し
ま
し
た
。

　

次
回
の
市
議
会
定
例
会
は
、
11
月

30
日（
金
）か
ら
開
会
予
定
で
す
。

問
議
会
事
務
局
･
内
線
3
3
2
2

家
庭
ご
み
指
定
収
集
袋
の
減

免
申
請

　

生
活
保
護
や
児
童
扶
養
手
当
の
受

給
な
ど
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

世
帯
を
対
象
に
、
家
庭
ご
み
指
定
収

集
袋
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
交
付
に

は
申
請
が
必
要
で
す
。
ご
み
対
策
課

（
総
合
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
）ま
た

は
環
境
対
策
課（
市
役
所
2
階
79
番

窓
口
）で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
指
定
収
集
袋
の
交
付
は
後
日
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
必
要
書
類　

▼
申
請
書
▼
印
鑑
▼

住
所
、
氏
名
が
確
認
で
き
る
も
の

　

申
請
書
を
持
っ
て
い
な
い
方
で
も
、

要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
申
請
で
き

ま
す
。
代
理
の
方
が
申
請
す
る
場
合

は
、
申
請
書
と
代
理
の
方
の
本
人
確

り
申
請
が
で
き
ま
す
〕時
11
月
1
日

（
木
）〜
12
月
28
日（
金
）場
障
害
福
祉

課
業
務
係（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）

持
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
級

（
有
効
期
限
が
平
成
31
年
1
月
以
降

の
も
の
）、
保
険
証
、
印
鑑
、
課
税

（
非
課
税
）証
明
書（
平
成
30
年
1
月

1
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た
方
の
み
）

問
障
害
福
祉
課
業
務
係
・
内
線
1
5

1
1都

営
住
宅
入
居
者
募
集

　

募
集
戸
数
、
申
込
資
格
は
、
募
集

案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
募
集
住
宅　

▼
世
帯
向（
一
般
募

集
住
宅
、
家
族
・
単
身
者
向
）▼
若

年
夫
婦
・
子
育
て
世
帯
向（
定
期
使

用
住
宅
）▼
居
室
内
で
病
死
等
が
あ

っ
た
住
宅

●
募
集
案
内
の
配
布　

▼
期
間
＝
11

月
1
日（
木
）〜
9
日（
金
）▼
場
所
＝

市
役
所〔
総
合
案
内（
1
階
）と
住
宅

課（
2
階
53
番
窓
口
）〕、
窓
口
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー（
立
川
タ
ク
ロ
ス
1

階
）、
各
連
絡
所
、
東
京
都
住
宅
供

給
公
社
立
川
営
業
所（
曙
町
2
─34
─

7
フ
ァ
ー
レ
イ
ー
ス
ト
ビ
ル
3
階
）

●
申
込
期
間
・
方
法　

募
集
案
内
に

添
付
し
て
い
る
封
筒
を
使
用
し
、
郵

送
で
11
月
13
日（
火
）ま
で
に
渋
谷
郵

便
局
に
届
い
た
も
の
に
限
り
受
け
付

け
ま
す
。

問
▼
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
募
集
セ

ン
タ
ー
▽
11
月
1
日（
木
）〜
13
日

（
火
）＝
☎
0
5
7
0（
0
1
0
）8
1

0
▽
そ
の
他
の
期
間
＝
☎
0
3（
3

4
9
8
）8
8
9
4 〔
い
ず
れ
も
土

曜
・
日
曜
日
を
除
く
〕▼
市
住
宅

課
・
内
線
2
5
5
8

公
開
す
る
会
議
日
程

　

申
は
申
込
制（
申
込
順
）。
そ
の
ほ

か
は
直
接
会
場
へ（
先
着
順
）。

●
環
境
審
議
会　

時
11
月
5
日（
月
）

午
前
10
時
か
ら
場
市
役
所
2
階
208
・

209
会
議
室
定
5
人
問
環
境
対
策
課
環

境
推
進
係
・
内
線
2
2
4
3

●
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会　

時
11
月

6
日（
火
）午
後
7
時
か
ら
場
泉
市
民

体
育
館
研
修
室
定
5
人
問
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
☎（
5
2
9
）8
5
1
5

●
自
転
車
等
駐
車
対
策
協
議
会　

時

11
月
7
日（
水
）午
前
10
時
〜
正
午
場

市
役
所
1
階
101
会
議
室
定
5
人
問
交

通
対
策
課
自
転
車
対
策
係
・
内
線
2

2
8
5

●
教
育
委
員
会
定
例
会　

時
・
場
▽

11
月
8
日（
木
）午
後
1
時
か
ら
＝
市

役
所
2
階
208
・
209
会
議
室
▽
11
月
22

日（
木
）午
後
1
時
30
分
か
ら
＝
市
役

所
3
階
302
会
議
室
定
各
20
人
問
教
育

総
務
課
庶
務
係
・
内
線
2
4
6
5

●
介
護
保
険
運
営
協
議
会　

時
11
月

14
日（
水
）午
後
3
時
か
ら
場
市
役
所

3
階
302
会
議
室
定
16
人
問
介
護
保
険

課
介
護
給
付
係
・
内
線
１
４
４
０

申
夢
育
て
・
た
ち
か
わ
子
ど
も
21
プ

ラ
ン
推
進
会
議　

時
11
月
20
日（
火
）

午
後
6
時
30
分
か
ら
場
市
役
所
1
階

101
会
議
室
定
5
人
問
子
育
て
推
進
課

子
育
て
推
進
係
・
内
線
１
３
４
０
へ

　

市
は
、「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の

健
全
化
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、

平
成
29
年
度
決
算
を
基
に
、
財
政
の

健
全
性
に
関
す
る
指
標
を
算
定
し
ま

し
た（
左
表
）。
算
定
さ
れ
た
各
指
標

の
数
値
は
す
べ
て
基
準
内
と
な
っ
て

お
り
、
市
の
財
政
は
健
全
に
運
営
さ

れ
て
い
ま
す
。
市
は
、
今
後
も
適
正

な
財
政
運
営
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

各
指
標
の
見
方

❶
実
質
赤
字
比
率　

市
の
主
要
な
会

計
で
あ
る
一
般
会
計
に
生
じ
て
い
る

赤
字
の
大
き
さ
を
、
標
準
財
政
規
模

（
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
標
準
的
な

一
般
財
源
の
規
模
）に
対
す
る
割
合

で
表
し
た
も
の
で
す
。
本
市
は
赤
字

で
は
な
か
っ
た
の
で
「
─
」
と
表
記

し
て
い
ま
す
。

❷
連
結
実
質
赤
字
比
率　

一
般
会
計

の
ほ
か
、
特
別
会
計（
競
輪
事
業
な

ど
）を
含
め
た
す
べ
て
の
会
計
の
赤

字
の
大
き
さ
を
、
標
準
財
政
規
模
に

対
す
る
割
合
で
表
し
た
も
の
で
す
。

本
市
は
赤
字
で
は
な
か
っ
た
の
で

「
─
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。

❸
実
質
公
債
費
比
率　

市
の
借
入
金

（
地
方
債
）な
ど
の
返
済
額（
公
債
費
）

の
大
き
さ
を
、
標
準
財
政
規
模
に
対

す
る
割
合
で
表
し
た
も
の
で
す
。
本

市
は
2
・
5
％
と
早
期
健
全
化
基
準

を
下
回
っ
て
い
ま
す
。

❹
将
来
負
担
比
率　

地
方
債
な
ど
の

市
の
負
債
の
大
き
さ
を
、
標
準
財
政

規
模
に
対
す
る
割
合
で
表
し
た
も
の

で
す
。
本
市
は
将
来
見
込
ま
れ
る
財

源
額
が
負
債
を
上
回
っ
て
い
る
た
め
、

「
─
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。

❺
資
金
不
足
比
率　

公
営
企
業（
下

水
道
事
業
）の
資
金
不
足
を
、
事
業

規
模
に
対
す
る
割
合
で
表
し
た
も
の

で
す
。
本
市
は
資
金
不
足
で
は
な
か

っ
た
の
で
、「
─
」
と
表
記
し
て
い

ま
す
。

問
財
政
課
・
内
線
2
6
7
1

財
政
健
全
化
判
断
比
率
等
審

査
に
よ
る
監
査
委
員
の
意
見

　

市
の
監
査
委
員
は
、
市
長
か
ら
提

出
さ
れ
た
上
記
の
指
標
と
そ
の
算
定

の
資
料
が
法
令
の
規
定
に
準
拠
し
、

適
正
に
算
定
・
作
成
さ
れ
て
い
る
か

を
審
査
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
い

財
政
の
健
全
性
に
関
す
る

　
　
　

指
標
を
算
定
し
ま
し
た

 健全化判断比率等 （単位：％）
実質赤字
　比率

連結実質
　赤字比率

実質公債
　費比率

将来負担
　比率

資金不足
　比率

本市の指標
（平成29年度決算） ─ ─ 2.5 ─ ─

基
準
値

早期健全化基準
（イエローカード） 11.43 16.43 25.0 350.0 20.0
財政再生基準
（レッドカード） 20.00 30.00 35.0

注 １．赤字額等がない場合は、「―」と表記しています。
 ２．実質赤字比率と連結実質赤字比率の早期健全化基準は、市町村の財政規模に応じて

異なります。
 ３．資金不足比率については早期健全化基準を経営健全化基準に読み換えます。

よ
り
良
い
財
政
運
営
に
向
け
て

納付書裏面等に記載の場所で納付してください問
市税＝収納課管理係・内線1240、国民健康保険料
＝保険年金課賦課係・内線1416、後期高齢者医
療保険料＝保険年金課賦課係・内線1406、介護
保険料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

▷市・都民税第3期分▷国民健康保険料第
4期分▷後期高齢者医療保険料第4期分▷
介護保険料第4期分

10月31日水今月の
納期


